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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請事業所名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所　　

契約の勧誘をするに際し、消費者の不利益になることがある場合には、これを説明していることを誓約します。

契約を締結させるため、又は契約の解除を妨げるために、消費者を威迫（消費者が不安になるような行為）して困
惑（戸惑うこと）させる行為をしていないことを誓約します。

特約事項として「クーリング・オフはできない」等といった違法な内容が記載された書面を用意し、消費者に同意の署
名・捺印させるなどの行為を行っていないことを誓約します。

「必ず結婚できるかのような表示」、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利
である」と消費者を誤認させるような表示をしていないことを誓約します。

キャッチセールス（路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場、または事業所、若しくはその他の場所へ
誘引して契約の締結を勧誘する行為）や、目的外勧誘を行っていないことを誓約します。

契約の勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げていないことを誓約します。

誓約項目

結婚相手紹介サービスの効果について、合理的な根拠を示す資料提出や証明することができない効果についての
広告表示を行っていないことを誓約します。

成婚の可能性を表現する場合は、全ての利用者が同一の結婚相手紹介サービスの効果を得られるかのような表
示をしていないことを誓約します。

料金を表示する場合、料金表示・価格名称等を明確にし、誤解を生じる表示をしていないことを誓約します。

日本ライフデデザインカウンセラー協会殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業所認証申請誓約書

「事業所認証基準」及び「結婚相手紹介サービス業認証制度運用規程」を遵守することはもとより、関連す
る法令等を遵守するとともに社会通念及び公序良俗に反することなく、誠実に事業活動することを誓約しま
す。

以下の項目においては特に遵守することを誓約します。


